
鳥取県選挙管理委員会告示第２号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 187 条第３項に規定する委員長の職務を代理する委員を次のとおり指

定したので、鳥取県選挙管理委員会規程（昭和 26 年鳥取県選挙管理委員会規則第３号）第４条第１項の規定によ

り告示する。 

 

平成 20 年１月 18 日 

鳥取県選挙管理委員会委員長 古 賀 裕 子 

 

１ 住 所 東伯郡湯梨浜町大字上橋津 32－７ 

２ 氏 名 堀内 幸子 


